
新潟市森林整備活動補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，市長が予算の範囲内において，地域住民による自主的及び主体的な森

林整備活動及び，森林環境の保全を目的とした活動の促進を図るため，当該活動に要す

る経費に対して交付する新潟市森林整備活動補助金（以下「補助金」という。）に関

し，新潟市補助金等交付規則（平成16年新潟市規則第19号。以下「規則」という。）に

定めのあるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

 

（申請者） 

第２条 補助金の交付申請を行うことができる者（以下「申請者」という。）は，次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

（１） 新潟市自治協議会条例（平成１８年新潟市条例第７４号）第２条第２項第１号に

規定する地域コミュニティ協議会（以下「協議会」という。） 

（２） 新潟市自治会等事務委託要綱（昭和４７年１２月１日施行）第２条に規定する自

治会等（以下「自治会等」という。） 

（３） ボランティア団体，老人クラブ，ＰＴＡ，ＮＰＯその他の営利を目的としない団

体で次のアからキまでのいずれにも該当するもの（以下「その他の団体」という。） 

ア 市内に主たる活動拠点を有すること。 

イ 市内に在住，在勤又は在学する者を構成員としていること。 

ウ 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，及び信者を教化育成することを主たる目的

とする団体でないこと。 

エ 政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを主たる目的とする団

体でないこと。 

オ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職を

いう。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者

又は政党を推薦し，支持し，又はこれらに反対することを目的とする団体でないこ

と。 

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。 

キ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しく

は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者の統制の下にある団

体でないこと。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は，申請者が自ら実施する森林整備活動及び森林環境の保

全を目的として実施する以下の事業とする。ただし，他の補助事業及び交付金事業等の

対象として補助金等を受けるものを除く。 

（１）下草刈り、枝打ち、つる切り、除伐、伐根、伐採木の粉砕、植栽などの事業 

（２）前各号と併せて行う森林整備活動の啓発及び森林整備団体の構成員の確保に関す

る事業 

（３） その他森林環境の保全等に資する事業 



 

（補助対象経費） 

第４条 前条に掲げる補助対象事業のうち補助の対象となる経費は，当年度中に実施する

当該事業に直接要する経費とする。ただし，熱中症予防対策用のものを除き食糧費は対

象外とする。 

 

（補助率） 

第５条 補助対象経費の総額に対して交付する補助率は，１事業につき１０分の１０とす

る。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助対象経費の総額に前条に規定する補助率を乗じて得た額は，１申請者につき５

０万円を限度（当該事業に参加費，寄附金，その他の補助金収入以外の収入（以下「事

業収入等」という。）がある場合においては，申請者の自己負担額に充当することと

し，自己負担額がない場合等は，事業収入等を充当する支出項目を指定して事業支出と

相殺する）とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てる。 

３ 市長は，第１項の規定にかかわらず必要があると認めるときは，補助金の額を変更する

ことができる。 

 

（申請手続等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は，申請書（別記様式第１号）に次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に提出するものとする。 

（１） 事業計画書（別記様式第２号） 

（２） 収支予算書（別記様式第３号） 

（３） 申請者の概要に関する調書（申請者が協議会又は自治会等である場合は不要） 

（４） 申請者の会則（申請者が協議会又は自治会等である場合は不要） 

（５） その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定及び通知） 

第８条 市長は，前条の規定により補助金の交付申請があったときは，これを審査し，補助

金を交付するか否かを決定するものとする。 

２ 前項の規定による審査の結果，補助金の交付を決定したときはその決定の内容を，補助

金の不交付を決定したときはその旨を，速やかに森林整備活動補助金交付決定通知書

（別記様式第４号）又は，森林整備活動補助金不交付決定通知書（別記様式第５号）に

より，申請者に通知するものとする。 

 

（変更交付申請手続） 

第９条 前条第１号の補助金の交付決定を受けた申請者は、第７条の申請書及び添付書類

の内容に変更が生じる場合、変更交付申請書（別記様式第１号）に第７条第１号から第

５号に記載の書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、その内容が軽微な場合

は、変更交付申請書の提出を省略することができる。 



 

（変更交付決定及び通知） 

第１０条 市長は，前条の規定により補助金の変更交付申請があったときは，これを審査

し，補助金の交付を変更するか否かを決定するものとする。 

２ 前項の規定による審査の結果，補助金の交付の変更を決定したときはその決定の内容

を，補助金の不交付を決定したときはその旨を，速やかに変更交付決定通知書（別記様

式第４号）又は，不交付決定通知書（別記様式第５号）により，申請者に通知するもの

とする。 

 

（実績報告等） 

第１１条 規則第１３条の規定による報告は，事業完了後１月以内又は当該補助金の交付決

定に係る年度の３月３１日のいずれか早い日までに実績報告書（別記様式第６号）に次

の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１） 事業報告書（別記様式第２号） 

（２） 収支決算書（別記様式第３号） 

（３） 領収書又はその写し 

（４） その他市長が必要と認める書類 

 

（額の確定等） 

第１２条 市長は，前条の規定により補助金の実績報告があったときは，これを審査及び必

要に応じて行う現地調査等により，交付すべき補助金額を確定し，その旨を確定通知書

（別記様式第７号）により通知するものとする。 

 

（補助金の概算払い） 

第１３条 補助金の支払いは，規則及び新潟市財務規則（昭和39年新潟市規則第12号）の規

定に基づき，概算払いができるものとする。 

２ 申請者が前項の概算払いにより補助金の支払いを受ける場合は、あらかじめ概算払申

請書（別記様式第８号）を市長に提出するものとする。 

 

（遵守事項） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は，補助対象の物品及び備品等を当該補助に係る活動

の用途以外に使用し，又は市長の承認を得ずに他人に転貸し，若しくは使用させてはな

らない。 

２ この事業により取得した財産のうち，１件当たりの価格が１００千円以上の機械及び

器具等は，減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別

表に規定する耐用年数に達するまでは，良好な管理のもとに使用し処分してはならない

ものとする。 

３ 第３条第１項の活動は，新潟市森林整備計画で定める森林を主たる場所として行うこ

ととし，申請者は当該活動を行う際に当該活動を行う場所の所有者又は管理者から活動

に係る許可を得なければならない。 

４ 市長は，前第１項及び第２項の規定に反すると認められる場合は補助金の返還を求め

ることができる。 



 

（情報公開） 

第１５条 補助金の申請，交付に関する書類及び実績報告に関する書類は，新潟市情報公

開条例（昭和61年新潟市条例第43号）及び新潟市個人情報保護条例（平成13年新潟市条

例第4号）の規定に基づき，法令等で公開できないとされているもの以外については，

一般の閲覧に供するものとし，森林環境譲与税及び新潟市森林環境譲与税活用基金の使

途等の公表の際に，補助金の交付を受けた者の概要，活動内容等を公表するものとす

る。 

２ 情報の公表の方法等については，概ね次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 内容 当該事業が新潟市森林整備活動補助金に基づくものである旨を表示するこ

と 

   ・「新潟市森林整備活動補助事業」 

   ・「この事業は新潟市森林整備活動補助金を受けて実施しています」 など 

（２） 媒体 

   ・ホームページ 

   ・事業用パンフレット 

   ・看板        など 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

 

（施行期日） 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 



別記様式第１号（第７条・第９条関係） 

年   月   日 

（宛先）新潟市長 

 

代表者 住所 

団体名 

代表者 氏名 

代表者電話番号 

 

 

森林整備活動補助金（変更）交付申請書 

 

新潟市森林整備活動補助金交付要綱第７条（第９条）の規定により，下記のとおり申請

します。 

 

記 

事 業 名  

実 施 予 定 期 間 
年  月  日～ 年  月  日 

変更：（   年  月  日～ 年  月  日 ） 

補助対象経費の総額 
円  

変更：（                    円） 

補 助 率 １０/１０ 

交 付 申 請 額 
円  

変更：（                    円） 

情報の公表の内容 

方 法 及 び 時 期 

 

 

変更：（                    ） 

 

【添付書類】 

１ 事業計画書（別記様式第２号） 

２ 収支予算書（別記様式第３号） 

３ 申請者の概要に関する調書（協議会，自治会等は不要） 

４ 申請者の会則（協議会，自治会等は不要） 

５ その他市長が必要と認める書類 

※変更交付申請の場合は標題を「森林整備活動補助金変更交付申請書」とし、変更する項

目の下段の変更欄に変更する内容を並記すること。 



別記様式第２号（第７条・第９条・第11条関係） 

年   月   日 

事業計画書・変更事業計画書・報告書 

 

新潟市森林整備活動補助金交付要綱第７条・第９条・第１１条の規定により，下記のと

おり事業計画書・変更事業計画書・事業報告書を提出します。 

記 

現状の課題及び 

事業の目的 
 

見込まれる結果・成果 
 

変更：（                         ） 

事

業

の

内

容 

活動期間 

     年  月  日  ～   年  月  日 

午前・後  時  分 ～ 午前・後  時  分 

変更：（ 年  月  日  ～   年  月  日 

（ 午前・後  時  分 ～ 午前・後  時  分 ） 

実施場所 
 

変更：（                         ） 

参加予定者数 
       （延べ）        名 

変更：（   （延べ）        名         ） 

具体的な 

活動内容 

（該当項目に○印） 

作業項目 作業時期等 

① 松の下枝おろし 
     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

② 竹等の伐採 
     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

③ ニセアカシア等の伐採 
     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

④ 下草刈り 
     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

⑤ 伐採木の粉砕 
     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

⑥ 植栽等 
     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

⑦ その他

（        ） 

     月 日 ～  月 日（  日間） 

変更：（ 月 日 ～  月 日（  日間）） 

備 考 

（特記事項等） 
 

※ 申請者独自の事業計画書・報告書を作成する場合は、別記様式第２号に替えること

ができる。（事前の内容確認が必要です。） 

「変更事業計画書」の場合は、変更する項目の下段の変更欄に変更後の内容を並記

すること。 



別記様式第３号（第７条・第９条・第11条関係） 

年   月   日 

 

収支予算書・変更収支予算書・決算書 

（１）収  入 

区 分 

（科目） 
予算額 精算額 差引増減 備      考 

市補助金 
円 

 

円 円  

     

     

     

計     

 

（２）支  出 

区 分 

（科目） 
予算額 精算額 差引増減 備      考 

 

 

円 

 

円 円  

     

     

     

     

     

     

計    補助対象事業費（予算） 

    

（３）補助金 

 

区 分 

 

 

事業費 

 

補    助    金 

 

交付決定額 

 

補助率 

 

概算受領額 

 

残  額 

当 初 

（変更） 

円 

 

 

円 

 

％ 

100 

円 

 

円 

 

精 算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助対象外経費は、計上しないこと。 

 「変更収支予算書」の場合は、変更前の額の下段に変更後の額をカッコ書きすること。 

「（３）補助金」欄は収支精算書時のみ記載すること。ただし、補助金の精算欄は記載しないこと。 



別記様式第４号（第８条・第１０条関係） 

新〇第○○号の〇 

年   月   日 

（団体名） 

（代表者氏名） 様 

 

新潟市長     

(（担当    ） ) 

 

 

森林整備活動補助金（変更）交付決定通知書 

 

 年  月  日付けで申請のありました標記補助金については，下記のとおり

交付の決定をしたので通知します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ （変更）交付決定額及び補助率 

円（補助率：１０／１０） 

 

 

３ 交付条件 

(1)事業終了後は，１ヶ月以内又は当該補助金の交付決定に係る年度の３月３１日

のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。 

(2)実績報告書には以下のものを必ず添付してください。 

① 領収書またはその写し， 

② 事業実施時の写真（会場の様子，参加者，講師等を確認できるもの） 

③ チラシ等の印刷物（「新潟市補助事業」である旨記載） 

④ その他事業実施を確認するために必要な書類等，  

(3)この補助事業に係る証拠書類は，当該補助事業の完了した日の属する会計年度

の終了後５年間保存してください。 

(4)事業の経費については，補助事業の趣旨に鑑み，過度・華美にならないよう十

分精査した上で，適切な経費執行と経費削減に努めた実施をお願いします。 

 

 



別記様式第５号（第８条・第１０条関係） 

新〇第○○号の〇 

年   月   日 

（団体名） 

（代表者氏名） 様 

 

新潟市長     

(（担当    ）  

 

森林整備活動補助金不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました標記補助金については，下記のとおり

不交付の決定をしたので通知します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 不交付の理由 



別記様式第６号（第１１条関係） 

年   月   日 

（宛先）新潟市長 

 

代表者 住所 

団体名 

代表者 氏名  

代表者電話番号 

 

 

森林整備活動補助金実績報告書 

 

年  月  日付け新○第○○号の○で交付決定を受けた補助事業が完了したので，下記

のとおり報告します。 

記 

 

事 業 名  

事 業 完 了 年 月 日 年   月   日 

補助金交付決定額 円  

補助金交付請求額 

及びその算定方法 

円  

（補助対象経費の実績×補助率または交付決定額－概算払額） 

情報の公表の内容, 

方 法 及 び 時 期 
 

 

 

【添付書類】 

１ 事業報告書（別記様式第２号） 

２ 収支決算書（別記様式第３号） 

３ 領収書又はその写し 

４ その他市長が必要と認める書類 

 



別記様式第７号（第１２条関係） 

新〇第○○号の〇 

年   月   日 

 

（団体名） 

（代表者氏名） 様 

 

新潟市長     

(（担当    ） ) 

 

 

補助金等確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった事業に対する森林整備活動補助金に

ついて，下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 交付決定額 

               円 

 

３ 交付済額 

               円 

 

４ 確定額 

               円 



別記様式第８号（第１３条関係） 

年   月   日 

（宛先）新潟市長 

 

代表者 住所 

団体名 

代表者 氏名 

代表者電話番号 

 

 

森林整備活動補助金概算払申請書 

 

 年 月 日に補助金交付決定のありました標記補助金について、新潟市森林整備活動

補助金交付要綱第１３条の規定により，下記のとおり概算払いを申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 概算払申請金額              円 

 

３ 概算払を必要とする理由 

 

 

 

 

 

【添付書類】 

１ 支払計画書 

２ 口座振替依頼書 

 


